
◆日本には、地域で長年育まれた自然条件や歴史・伝統と結びついた特徴を有する、いわゆる「地域ブランド産品」
が数多くあり、この伝統的な地域ブランドを保護する制度としては、主に「地理的表示（ＧＩ）保護制度」と「地
域団体商標制度」があります。
◆これら両制度は、「地名＋商品名等」で構成されるものが多いことや、産品や商品に付す名称を保護するという共
通点から、非常に似通った制度ではないかという印象を受ける方がいるかと思いますが、実際は、保護対象が全く
異なる制度です。そして、この相違点が、ＧＩと地域団体商標の登録要件、申請（出願）手続き、権利維持の方法、
及び、海外での保護並びに不正使用への対抗等に違いをみせています。
◆本研修は、両制度の比較・活用・効果、ＧＩと地域団体商標のどちらが利用し易いか等に触れ、併せて、酒類の
地理的表示及びＧＡＰ認証の保護についても言及します。
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◇弁理士の皆様へ　この研修は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本講座を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として２．５単位が認め
られる予定です。

◇本講座は、農業関連や、食品関連の業務に携わる方など、広く、農林水産物の地域ブランドに興味のある方にとって、半日でＧＩ、地域団体商標、酒類、
ＧＡＰの関係性を理解できる、お勧めの講座です。
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